
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 35

問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１ 無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

17 20 14 32

4 100 仙台市 男女共同参画課 1 1 1 1 仙台市男女共同参画推進条例 2003年3月14日 2003年4月1日 男女共同参画せんだいプラン2021 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

4 202 石巻市 復興企画部地域振興課 1 2 1 1 石巻市男女共同参画推進条例 2005年4月1日 2005年4月1日 石巻市男女共同参画基本計画（第４次） 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

4 203 塩竈市
塩竈市市民生活部市民課
協働推進係

1 2 1 1
塩竈市しおがま男女共同参画推進条
例

2007年9月28日 2007年9月28日 第３次しおがま男女共同参画基本計画 2023年4月 ～ 2027年3月 1 1

4 205 気仙沼市 男女共同参画推進室 1 1 1 1 気仙沼市男女共同参画推進条例 2006年3月31日 2006年3月31日 第2次気仙沼市男女共同参画基本計画 2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

4 206 白石市 総務部企画政策課 1 2 2 1 白石市男女共同参画社会推進条例 2002年6月21日 2002年6月21日 白石市男女共同参画基本計画（第３次） 2024年4月 ～ 2031年3月 2 1

4 207 名取市 企画部市民協働課 1 2 1 1 4 第三次名取市男女共同参画計画 2020/4/1 ～ 2031/3/31 1 1

4 208 角田市 企画デジタル課 1 2 2 2 4 角田市男女共同参画計画(第２次) 2019年 ～ 2026年 1 1

4 209 多賀城市 地域コミュニティ課 1 2 2 2 4
第２次多賀城市男女共同参画推進計画
「史都多賀城　共生と協働、総参画による
市民総活躍推進プラン」

2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 2 1

4 211 岩沼市 まちづくり政策課 1 2 1 1 岩沼市男女共同参画推進条例 2012年3月7日 2012年3月7日
いわぬま男女共同参画推進プラン（第３
次）

2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

4 212 登米市 市民生活部市民生活課 1 2 1 1
だれもが活き生きと暮らせる登米市男
女共同参画推進条例

2011年3月11日 2011年4月1日 第４次登米市男女共同参画基本計画 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

4 213 栗原市 企画部市民協働課 1 2 1 1 4 第2次くりはら男女共同参画推進プラン 2017年4月 ～ 2027年3月 1 1

4 214 東松島市 市民協働課 1 2 1 1 東松島市男女共同参画推進条例 2015年12月24日 2016年4月1日 東松島市男女共同参画基本計画 2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

4 215 大崎市 多様性社会推進室 1 1 1 1 大崎市男女共同参画推進基本条例 2008年3月7日 2008年4月1日 第4次大崎市男女共同参画推進基本計画 2024年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

4 216 富谷市 市民協働課 1 2 2 1 富谷市男女共同参画推進条例 2005年3月1日 2005年4月1日 富谷市男女共同参画基本計画 2019年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

4 301 蔵王町 まちづくり推進課 1 2 2 2 4 第二次蔵王町男女共同参画基本計画 2025年4月 ～ 2029年3月 1 1

4 302 七ヶ宿町 ふるさと振興課 1 2 2 2 2 第６次七ヶ宿町長期総合計画 2020年4月1日 ～ 2030年3月31日 2 2

4 321 大河原町 政策企画課 1 2 1 1 4 大河原町男女共同参画基本計画 2025年4月1日 ～ 2030年3月31日 2 1

4 322 村田町 まちづくり振興課 1 2 2 2 4 第５次村田町総合計画 ２０２１年４月１日 ～ ２０２９年３月３１日 2 2

4 323 柴田町 まちづくり政策課 1 2 1 1 柴田町男女共同参画推進条例 2012年1月25日 2012年4月1日 第５次しばた男女共同参画プラン 2021年4月 ～ 2026年3月 1 1

4 324 川崎町 町民生活課 1 2 2 2 4 川崎町男女共同参画基本計画 2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 2 1

4 341 丸森町 企画財政課 1 2 2 2 4 第六次丸森町総合計画 2025年4月1日 ～ 2035年3月31日 2 2

4 361 亘理町 企画課 1 2 1 1 4 亘理町男女共同参画基本計画（第３次） 2021年4月 ～ 2026年3月 2 1

4 362 山元町 企画財政課 1 2 2 2 4 山元町総合計画 2019年4月1日 ～ 2029年3月31日 2 2

4 401 松島町 総務課総務管理班 1 2 1 2 4 松島町男女共同参画基本計画 2023年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

4 404 七ヶ浜町 生涯学習課 2 2 2 1 4
しちがはま男女共同参画プラン【2022‐
2026】

2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

問４－１　有問３－１　有

宮城県

市町村４－１



問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１ 無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村
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ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

問４－１　有問３－１　有

4 406 利府町 生活環境課 1 2 1 1 4 第４次利府町男女共同参画基本計画 2023年4月1日 ～ 2028年3月31日 1 1

4 421 大和町 総務課 1 2 1 1 大和町男女共同参画推進基本条例 2005年3月11日 2005年4月1日 第5次たいわ男女共同参画推進プラン 2024年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

4 422 大郷町 総務課 1 2 2 2 大郷町男女共同参画推進条例 2024年3月6日 2024年4月1日 大郷町男女共同参画プラン 2024年4月 ～ 2029年3月 1 1

4 424 大衡村 住民生活課 1 2 2 1 大衡村男女共同参画推進条例 2023年6月8日 2023年6月8日 大衡村男女共同参画プラン 2022年4月 ～ 2027年3月 1 1

4 444 色麻町 地域振興課 1 2 2 2 4 2

4 445 加美町 企画財政課 1 2 1 1 4 第二次加美町男女共同参画プラン 2017年4月 ～ 2025年3月 1 1

4 501 涌谷町 企画財政課 1 2 2 2 4 涌谷町男女共同参画基本計画 2022年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

4 505 美里町 まちづくり推進課 1 2 2 2 4 第２次美里町総合計画・美里町総合戦略 2021年度 ～ 2025年度 2 2

4 581 女川町 町民生活課 1 2 2 2 2 1

4 606 南三陸町 企画課 1 2 2 2 4 2

＜選択肢回答＞

所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況

１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有

２　教育委員会 2　無 １　2025年度中（2026年3月末）までの制定を目途に検討中 １　一体 2　策定予定無

２　2026年度以降の制定を目途に検討中 2　一体でない

事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法（総合計画の一部として策定している場合、「問4－2 計画名称」は括弧書きで表記）

１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 4　検討していない １　単独計画として策定

２　１ではない 2　無 2　総合計画の一部として策定

市町村４－１

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

2 0 2 0 2 0 0 2 0

4 100 仙台市 仙台市男女共同参画推進センター エル・パーク仙台 980-8555
宮城県仙台市青葉区一番町４－１１－１　１４１ビル（仙台三越定
禅寺通り館）５・６階

022-268-8300 022-268-8304 https://www.sendai-l.jp ○ ○ ○

4 100 仙台市 仙台市男女共同参画推進センター エル・ソーラ仙台 980-6128 宮城県仙台市青葉区中央１-３-１　アエル２８階・２９階 022-268-8041 022-268-8045 https://www.sendai-l.jp ○ ○ ○

4 202 石巻市

4 203 塩竈市

4 205 気仙沼市

4 206 白石市

4 207 名取市

4 208 角田市

4 209 多賀城市

4 211 岩沼市

4 212 登米市

4 213 栗原市

4 214 東松島市

4 215 大崎市

4 216 富谷市

4 301 蔵王町

4 302 七ヶ宿町

4 321 大河原町

4 322 村田町

4 323 柴田町

4 324 川崎町

4 341 丸森町

4 361 亘理町

4 362 山元町

4 401 松島町

4 404 七ヶ浜町

4 406 利府町

4 421 大和町

4 422 大郷町

住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ

宮城県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(２０２５年４月１日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

問６－３
施設
形態

問６－５　管理・運営主体問６－４　所在地等

施設管理

愛称・通称

問６－１

郵便番号

市町村４－２



単
独

複
合

直
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指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ

男女共同参画・女性のための総合的な施設(２０２５年４月１日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

問６－３
施設
形態

問６－５　管理・運営主体問６－４　所在地等

施設管理

愛称・通称

問６－１

郵便番号

4 424 大衡村

4 444 色麻町

4 445 加美町

4 501 涌谷町

4 505 美里町

4 581 女川町

4 606 南三陸町

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 宮城県

問１７

設置根拠
条例

設置根拠
2 条例以外

自治体または施設
（両方を含む）と

NWECとの
業務上の関わり

常勤
(雇用（任用）

期間の定めが
ない職員）

非常勤
（雇用（任用）
期間の定めが

ある職員）

１
連
携
・
協
働

2
広
報
啓
発

3
講
座

4
相
談
事
業

5
実
態
把
握

6
調
査
研
究

７
国
際
交
流

8
情
報
収
集

9
苦
情
処
理

その他

2 2 6 2 2 2 1 0 2 0 2 1

4 100 仙台市 仙台市男女共同参画推進センター 1987年3月30日 ○ ○ 9 12 183,270 ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進フォーラム、震災・復興の経
験の継承

4 100 仙台市 仙台市男女共同参画推進センター 2003年5月23日 ○ ○ 11 10 190,377 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画推進フォーラム、震災・復興の経
験の継承

4 202 石巻市

4 203 塩竈市

4 205 気仙沼市 ○

4 206 白石市

4 207 名取市

4 208 角田市

4 209 多賀城市

4 211 岩沼市

4 212 登米市

4 213 栗原市

4 214 東松島市 ○

4 215 大崎市 ○

4 216 富谷市

4 301 蔵王町

4 302 七ヶ宿町

4 321 大河原町

4 322 村田町

4 323 柴田町

4 324 川崎町

4 341 丸森町

4 361 亘理町

4 362 山元町

4 401 松島町

4 404 七ヶ浜町

4 406 利府町

4 421 大和町

4 422 大郷町

4 424 大衡村

4 444 色麻町

4 445 加美町

4 501 涌谷町 ○

4 505 美里町

4 581 女川町

4 606 南三陸町

問６－８　主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

問６－６　職員数（人）

問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２５年４月１日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問１６

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち
宣

言

年

月

日

宣　　言　　名　　称

宣

言

の

形

態

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

2 14 1 7.1 18 0 0.0 21 1 4.8 21 1 4.8 4,508 290 6.4

4 100 仙台市 1 1 100.0 2 0 0.0 1370 186 13.6

4 202 石巻市 1 0 0.0 2 0 0.0 388 9 2.3

4 203 塩竈市 1 0 0.0 1 0 0.0 166 15 9.0

4 205 気仙沼市 2006年9月27日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 205 11 5.4

4 206 白石市 1 0 0.0 2 0 0.0 113 2 1.8

4 207 名取市 1 0 0.0 2 0 0.0 286 21 7.3

4 208 角田市 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0

4 209 多賀城市 1 0 0.0 1 0 0.0 46 2 4.3

4 211 岩沼市 1 0 0.0 1 0 0.0 77 6 7.8

4 212 登米市 1 0 0.0 0 0 302 5 1.7

4 213 栗原市 1 0 0.0 1 0 0.0 253 3 1.2

4 214 東松島市 1 0 0.0 1 0 0.0 70 2 2.9

4 215 大崎市 1 0 0.0 2 0 0.0 364 7 1.9

4 216 富谷市 1 0 0.0 1 0 0.0 49 5 10.2

4 301 蔵王町 1 0 0.0 1 0 0.0 23 0 0.0

4 302 七ヶ宿町 1 0 0.0 1 0 0.0 6 0 0.0

4 321 大河原町 1 0 0.0 1 0 0.0 42 2 4.8

4 322 村田町 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

4 323 柴田町 1998年6月17日 柴田町男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 42 0 0.0

4 324 川崎町 1 0 0.0 1 0 0.0 22 0 0.0

4 341 丸森町 1 0 0.0 1 0 0.0 98 1 1.0

4 361 亘理町 1 0 0.0 1 0 0.0 70 2 2.9

4 362 山元町 1 0 0.0 1 0 0.0 23 1 4.3

4 401 松島町 1 0 0.0 1 0 0.0 12 1 8.3

4 404 七ヶ浜町 1 0 0.0 1 0 0.0 35 2 5.7

4 406 利府町 1 0 0.0 1 1 100.0 26 3 11.5

4 421 大和町 1 0 0.0 1 0 0.0 62 3 4.8

4 422 大郷町 1 0 0.0 1 0 0.0 22 0 0.0

4 424 大衡村 1 1 100.0 1 0 0.0 14 0 0.0

4 444 色麻町 1 0 0.0 1 0 0.0 25 0 0.0

4 445 加美町 1 0 0.0 1 0 0.0 79 0 0.0

4 501 涌谷町 1 0 0.0 1 0 0.0 29 1 3.4

4 505 美里町 1 0 0.0 1 0 0.0 66 0 0.0

4 581 女川町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 0 0.0

4 606 南三陸町 1 0 0.0 1 0 0.0 69 0 0.0

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

宮城県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 問５　首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況　（２０２５年７月１日現在）

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

問７－1

市町村４－３
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

900 797 10,878 3,497 32.1 806 723 10,896 3,400 31.2 176 115 971 229 23.6 896 124 13.8 927 126 13.6

小計 792 711 10,530 3,296 31.3 175 115 969 229 23.6

4 100 仙台市
2025年度末
までに40％
以上

139 138 1,939 737 38.0

1.地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定
めるところにより仙台市が設置する附属機関2.有識者等の意見を聴
き、行政運営に反映させることを主な目的として、規則、要綱等により
仙台市が設置する協議会。ただし、次の①～⑥に掲げるものを除く。
①職員の研修、教育を主たる活動内容として設置されるもの②広聴
を主たる活動内容として設置されるもの③関係機関等との連絡調整
を主たる活動内容として設置されるもの④個人や団体の表彰に係る
審査を主たる活動内容として設置されるもの⑤イベントの実施や啓発
等を主たる活動内容として設置されるもの⑥委員が市職員のみで構
成されるもの

71 70 1,309 472 36.1 6 5 41 10 24.4 42 7 16.7 43 8 18.6 2 2025年3月31日 2 2025年3月31日 1

4 202 石巻市 40.0 2026年3月
2026年3月ま
で　40.00%

63 56 863 243 28.2 41 37 655 203 31.0 6 3 40 9 22.5 65 11 16.9 66 11 16.7 1 1 1

4 203 塩竈市 35.0 2027年4月

地方自治法
第１８０条の
５、第２０２条
の３に基づく
審議会（広域
を除く）

32 28 299 92 30.8

地方自治法第180条の5、地方自治法第202条の3に基づく審議会等
の女性委員登用状況

27 24 278 84 30.2 5 4 21 8 38.1 31 4 12.9 32 4 12.5 1 1 1

4 205 気仙沼市 50.0 2025年3月 35 32 481 196 40.7 30 29 454 190 41.9 5 3 27 6 22.2 45 11 24.4 46 11 23.9 1 1 1

4 206 白石市 40.0 2031年3月 45 45 468 146 31.2 条例、規則等により設置されている懇談会、会議等 12 12 142 31 21.8 5 4 26 7 26.9 34 2 5.9 35 2 5.7 1 1 1

4 207 名取市 35.0 2031年3月 36 33 499 162 32.5 地方自治法第180条の5、第202条の3に基づく審議会等 31 30 471 156 33.1 5 3 28 6 21.4 42 14 33.3 43 14 32.6 1 1 1

4 208 角田市 45.0 2025年-月 34 27 406 90 22.2 29 23 379 84 22.2 5 4 28 6 21.4 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

4 209 多賀城市 30.0 2031年3月 20 19 234 74 31.6 20 19 234 74 31.6 4 3 23 7 30.4 30 5 16.7 31 5 16.1 1 1 1

4 211 岩沼市 50.0 2028年3月 32 29 372 124 33.3

法律、政令、条例、要綱により設置されている審議会、委員会、会議
等（地方自治法第202条の3、第180条の5、以上に該当しない法律や
要綱等）

27 26 338 119 35.2 5 3 34 5 14.7 34 8 23.5 35 8 22.9 1 1 1

4 212 登米市 40.0 2026年3月

女性委員が
いる審議会
等の割合は
100％が目標

46 38 670 162 24.2

地方自治法（202条の3）に基づく審議会等並びに要綱等により設置し
ている審議会等

26 22 424 107 25.2 5 4 39 10 25.6 34 1 2.9 35 1 2.9 1 1 1

4 213 栗原市 30.0 2027年3月 28 24 461 126 27.3 地方自治法第108条の5及び第202条の3 23 20 401 117 29.2 5 4 38 8 21.1 48 5 10.4 49 5 10.2 1 1 1

4 214 東松島市 35.0 2027年3月 41 34 563 175 31.1
法律（地方自治法第１８０条の５）による委員会 
法律・条例（地方自治法第２０２条の３）による審議会等 36 31 534 169 31.6 5 3 29 6 20.7 34 4 11.8 35 4 11.4 1 1 1

4 215 大崎市 50.0 2031年3月 52 47 895 242 27.0 法律・条例による審議会（附属機関）（地方自治法第202条の3） 46 41 895 242 27.0 5 5 42 14 33.3 55 4 7.3 56 4 7.1 1 1 1

4 216 富谷市

目標達成期
限：2025年度
／目標値：
2025年度（令
和7年度）ま
で50％維持

28 27 275 147 53.5

法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の5） 
法令・条例で設置されている審議会等（地方自治法第202条の3）

23 23 255 140 54.9 5 4 20 7 35.0 27 8 29.6 28 8 28.6 1 1 1

4 301 蔵王町 30.0 2028年3月 15 12 144 34 23.6 15 12 144 34 23.6 5 2 36 3 8.3 15 3 20.0 16 3 18.8 1 1 1

4 302 七ヶ宿町 0 0 0 0 14 11 158 26 16.5 5 4 20 7 35.0 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1

4 321 大河原町 35.0 2030年3月 27 20 229 65 28.4 法律・条例等による委員会、審議会等 20 17 200 57 28.5 5 3 22 6 27.3 9 0 0.0 10 0 0.0 1 1 1

4 322 村田町 0 0 0 0 16 14 181 39 21.5 5 4 21 6 28.6 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1

4 323 柴田町 35.0 2026年3月 26 23 191 68 35.6
地方自治法（180条の5、202条の3）に基づく審議会等並びに要綱等
により設置している審議会等

16 16 123 47 38.2 5 3 22 5 22.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 1

4 324 川崎町 15 8 136 17 12.5 15 8 136 17 12.5 5 2 24 5 20.8 20 3 15.0 21 3 14.3 1 1 1

4 341 丸森町 0 0 0 0 16 14 156 53 34.0 5 2 24 3 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 1

4 361 亘理町 0 0 0 0 28 24 412 110 26.7 5 4 29 7 24.1 29 5 17.2 30 5 16.7 1 1 1

4 362 山元町 30.0 2029年3月 17 17 215 73 34.0 16 16 206 70 34.0 5 3 33 6 18.2 30 4 13.3 31 4 12.9 1 1 1

4 401 松島町 30.0 2026年3月 29 23 238 51 21.4 20 19 200 43 21.5 5 3 21 6 28.6 17 2 11.8 18 2 11.1 1 1 1

4 404 七ヶ浜町 0 0 0 0 10 10 102 33 32.4 5 3 27 7 25.9 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1

4 406 利府町 40.0 2028年3月 29 25 284 79 27.8 16 15 140 43 30.7 5 3 27 6 22.2 19 3 15.8 20 3 15.0 1 1 1

4 421 大和町 35.0 2027年3月 31 25 314 102 32.5 法律若しくはこれに基づく政令または条例に基づき設置 28 23 309 100 32.4 5 3 24 5 20.8 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 1

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議
会等における
登用状況

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員
会等におけ
る登用状況

2025年4月1日調査時点コード
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ド
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名
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標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

宮城県

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

市町村４－４



女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議
会等における
登用状況

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員
会等におけ
る登用状況

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

4 422 大郷町 0 0 0 0 2 1 14 1 7.1 5 2 34 3 8.8 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1

4 424 大衡村 30.0 2027年3月 22 16 147 53 36.1
地方自治法第108条の5に基づく委員会、第202条の3に基づく審議会
等

17 13 122 47 38.5 5 3 25 6 24.0 14 0 0.0 15 1 6.7 1 1 1

4 444 色麻町 5 3 26 9 34.6 20 19 202 60 29.7 5 3 26 9 34.6 27 1 3.7 28 1 3.6 1 1 1

4 445 加美町 40.0 2025年3月 19 17 227 115 50.7
地方自治法第180条の5に基づく委員会、地方自治法第202条の3に
基づく審議会等

13 13 209 104 49.8 5 3 29 6 20.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 1

4 501 涌谷町 0 0 0 0 12 7 131 21 16.0 5 4 24 8 33.3 22 0 0.0 23 0 0.0 1 1 1

4 505 美里町 30.0 2026年3月 34 31 302 115 38.1
地方自治法（第180条5）に基づく行政委員会及び地方自治法（第202
条の3）に基づく審議会等

27 26 273 108 39.6 5 3 29 7 24.1 24 5 20.8 25 5 20.0 1 1 1

4 581 女川町 0 0 0 0 18 15 184 47 25.5 4 2 13 3 23.1 21 1 4.8 22 1 4.5 1 1 1

4 606 南三陸町 0 0 0 0 11 11 159 48 30.2 5 4 23 6 26.1 24 4 16.7 25 4 16.0 1 1 1

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

14 12 366 104 28.4 1 0 2 0 0.0

仙台市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

石巻市 3 3 76 21 27.6 0 0 0 0 0.0

塩竈市 4 3 110 27 24.5 0 0 0 0 0.0

気仙沼市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

白石市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

名取市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

角田市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

多賀城市 0 0 0 0 0.0 1 0 2 0 0.0

岩沼市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

登米市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

栗原市 1 0 7 0 0.0 0 0 0 0 0.0

東松島市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

大崎市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

富谷市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

蔵王町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

七ヶ宿町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

大河原町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

村田町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

柴田町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

川崎町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

丸森町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

亘理町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

山元町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

松島町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

七ヶ浜町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

利府町 2 2 85 21 24.7 0 0 0 0 0.0

大和町 2 2 50 19 38.0 0 0 0 0 0.0

大郷町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

大衡村 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

色麻町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

加美町 2 2 38 16 42.1 0 0 0 0 0.0

涌谷町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
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数

女
性
比
率

（％）

宮城県
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ド
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目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

市町村４－４ (2)



　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員
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含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
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員

数女
性
委
員

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

美里町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

女川町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

南三陸町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

2,830 689 24.3 1,857 397 21.4 465 53 11.4 310 37 11.9 161 20 12.4 127 17 13.4 2,204 616 27.9 1,421 343 24.1 2,823 1,272 45.1 1,937 650 33.6 4,221 1,815 43.0 2,373 783 33.0 259 29 11.2 52 1 1.9

4 100 仙台市 1,040 220 21.2 617 116 18.8 235 26 11.1 169 20 11.8 0 0 0.0 0 0 0.0 805 194 24.1 448 96 21.4 0 0 0.0 0 0 0.0 1,588 458 28.8 902 248 27.5 1 35 7 20.0 9 1 11.1 1

4 202 石巻市 167 35 21.0 117 13 11.1 21 2 9.5 12 1 8.3 37 3 8.1 27 2 7.4 109 30 27.5 78 10 12.8 405 186 45.9 266 76 28.6 216 126 58.3 101 35 34.7 1 14 1 7.1 3 0 0.0 1

4 203 塩竈市 88 21 23.9 59 9 15.3 29 6 20.7 11 1 9.1 14 4 28.6 14 4 28.6 45 11 24.4 34 4 11.8 46 8 17.4 39 6 15.4 58 26 44.8 47 16 34.0 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

4 205 気仙沼市 103 31 30.1 50 10 20.0 19 2 10.5 14 1 7.1 0 0 0.0 0 0 0.0 84 29 34.5 36 9 25.0 452 262 58.0 193 59 30.6 259 156 60.2 69 26 37.7 1 11 1 9.1 1 0 0.0 1

4 206 白石市 31 7 22.6 29 6 20.7 10 2 20.0 10 2 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21 5 23.8 19 4 21.1 39 16 41.0 34 14 41.2 37 11 29.7 32 9 28.1 1 6 1 16.7 1 0 0.0 1

4 207 名取市 49 12 24.5 40 12 30.0 11 2 18.2 10 2 20.0 7 2 28.6 6 2 33.3 31 8 25.8 24 8 33.3 76 33 43.4 55 21 38.2 76 20 26.3 56 17 30.4 1 10 1 10.0 0 0 0.0 1

4 208 角田市 33 10 30.3 33 10 30.3 9 1 11.1 9 1 11.1 3 1 33.3 3 1 33.3 21 8 38.1 21 8 38.1 51 21 41.2 51 21 41.2 50 27 54.0 50 27 54.0 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

4 209 多賀城市 59 10 16.9 48 8 16.7 9 0 0.0 7 0 0.0 12 0 0.0 9 0 0.0 38 10 26.3 33 8 24.2 53 18 34.0 40 13 32.5 67 25 37.3 43 12 27.9 1 13 1 7.7 1 0 0.0 1

4 211 岩沼市 34 4 11.8 29 4 13.8 9 1 11.1 9 1 11.1 0 0 0.0 0 0 0.0 25 3 12.0 20 3 15.0 57 26 45.6 37 11 29.7 117 60 51.3 79 32 40.5 1 8 2 25.0 2 0 0.0 1

4 212 登米市 156 48 30.8 66 7 10.6 13 0 0.0 9 0 0.0 39 4 10.3 23 2 8.7 104 44 42.3 34 5 14.7 299 106 35.5 182 65 35.7 382 239 62.6 60 16 26.7 1 8 0 0.0 2 0 0.0 1

4 213 栗原市 195 56 28.7 101 26 25.7 16 3 18.8 10 3 30.0 26 3 11.5 22 3 13.6 153 50 32.7 69 20 29.0 262 94 35.9 197 61 31.0 196 107 54.6 100 35 35.0 1 6 1 16.7 2 0 0.0 1

4 214 東松島市 36 2 5.6 36 2 5.6 11 0 0.0 11 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25 2 8.0 25 2 8.0 42 13 31.0 39 10 25.6 59 24 40.7 55 20 36.4 1 11 2 18.2 2 0 0.0 2 2025年8月15日

4 215 大崎市 275 74 26.9 112 19 17.0 56 4 7.1 13 1 7.7 23 3 13.0 23 3 13.0 196 67 34.2 76 15 19.7 152 67 44.1 112 32 28.6 271 150 55.4 181 98 54.1 1 11 0 0.0 2 0 0.0 1

4 216 富谷市 41 14 34.1 38 14 36.8 8 4 50.0 8 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 33 10 30.3 30 10 33.3 101 46 45.5 76 30 39.5 46 29 63.0 25 11 44.0 1 6 1 16.7 2 0 0.0 1

4 301 蔵王町 24 8 33.3 21 6 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 24 8 33.3 21 6 28.6 61 39 63.9 30 14 46.7 46 26 56.5 22 7 31.8 1 1 0 0.0 1 0 0.0 1

4 302 七ヶ宿町 16 4 25.0 9 2 22.2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16 4 25.0 9 2 22.2 8 5 62.5 8 5 62.5 5 3 60.0 4 2 50.0 1 8 2 25.0 2 0 0.0 1

4 321 大河原町 27 11 40.7 22 8 36.4 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27 11 40.7 22 8 36.4 61 28 45.9 43 16 37.2 38 16 42.1 24 8 33.3 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

4 322 村田町 26 5 19.2 25 4 16.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 26 5 19.2 25 4 16.0 45 26 57.8 37 18 48.6 35 18 51.4 25 8 32.0 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

4 323 柴田町 23 5 21.7 20 2 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 5 21.7 20 2 10.0 78 35 44.9 60 18 30.0 52 26 50.0 38 12 31.6 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

4 324 川崎町 22 2 9.1 12 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 22 2 9.1 12 0 0.0 39 22 56.4 21 6 28.6 42 23 54.8 16 4 25.0 1 11 3 27.3 1 0 0.0 1

4 341 丸森町 28 6 21.4 24 4 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28 6 21.4 24 4 16.7 39 23 59.0 25 10 40.0 63 28 44.4 43 11 25.6 1 6 0 0.0 3 0 0.0 1

4 361 亘理町 59 20 33.9 52 17 32.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 59 20 33.9 52 17 32.7 62 35 56.5 39 17 43.6 71 31 43.7 28 5 17.9 1 5 0 0.0 2 0 0.0 1

4 362 山元町 20 5 25.0 18 3 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 5 25.0 18 3 16.7 51 14 27.5 35 6 17.1 30 19 63.3 16 7 43.8 1 5 0 0.0 0 0 0.0 1

4 401 松島町 17 2 11.8 15 15 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 17 2 11.8 15 15 100.0 28 10 35.7 24 10 41.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

4 404 七ヶ浜町 19 3 15.8 18 3 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19 3 15.8 18 3 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 33 8 24.2 30 8 26.7 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

4 406 利府町 30 4 13.3 27 4 14.8 9 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21 4 19.0 19 4 21.1 37 21 56.8 22 8 36.4 32 15 46.9 21 7 33.3 1 5 0 0.0 1 0 0.0 1

4 421 大和町 21 4 19.0 16 3 18.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21 4 19.0 16 3 18.8 35 15 42.9 22 7 31.8 59 22 37.3 45 13 28.9 1 4 1 25.0 1 0 0.0 1

4 422 大郷町 16 1 6.3 16 1 6.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16 1 6.3 16 1 6.3 18 11 61.1 18 11 61.1 22 2 9.1 22 2 9.1 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

4 424 大衡村 15 6 40.0 15 6 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 15 6 40.0 15 6 40.0 17 6 35.3 17 6 35.3 4 3 75.0 4 3 75.0 1 13 3 23.1 0 0 0.0 1

4 444 色麻町 13 1 7.7 76 34 44.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 13 1 7.7 76 34 44.7 16 4 25.0 76 34 44.7 18 8 44.4 76 34 44.7 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

4 445 加美町 37 13 35.1 32 9 28.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 37 13 35.1 32 9 28.1 51 24 47.1 36 12 33.3 78 27 34.6 51 12 23.5 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

4 501 涌谷町 40 25 62.5 15 8 53.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 40 25 62.5 15 8 53.3 7 1 14.3 5 0 0.0 19 10 52.6 14 7 50.0 1 3 0 0.0 0 0 0.0 1

4 505 美里町 28 5 17.9 21 4 19.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 28 5 17.9 21 4 19.0 52 28 53.8 40 19 47.5 37 17 45.9 25 5 20.0 1 8 0 0.0 1 0 0.0 1

4 581 女川町 12 2 16.7 10 1 10.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 12 2 16.7 10 1 10.0 34 10 29.4 26 6 23.1 52 22 42.3 34 12 35.3 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

4 606 南三陸町 30 13 43.3 18 7 38.9 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 30 13 43.3 18 7 38.9 49 19 38.8 32 8 25.0 63 33 52.4 35 14 40.0 1 4 1 25.0 2 0 0.0 1

調査時点コード 2025年4月1日 その他
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問１１－１　管理職の在職状況 問１１－２　職務上の地位別職員在職状況
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調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

22 1の合計 33 0 31 1 34 34 33 34 34 19

6 2の合計 0 24 2 32 1 1 2 1 1 1

2 3の合計 1 7 0 0 0 0 0 0 0

5 4の合計 1 2 0 0 0 0 0 0

4 100 仙台市 1

仙台市職員旧姓使用取扱要綱

（旧姓を使用できる文書等） 
第２条　職員は，次に掲げる事項のいずれにも該当しない文書等で，かつ，総務局長が指定
するものについて，旧姓を使用することができる。 
(1) 法令等の規定に抵触するおそれがあるもの 
(2) 公権力の行使に当たる行為に関するもの 
(3) 職員としての身分に関するもので，対外的に使用するもの 
(4) 職務の遂行又は事務処理において誤解又は混乱を生じさせるおそれがあるもの

仙台市議会 1 4 2 2

  

1 1 1 1 1

4 202 石巻市 3 石巻市議会 1 2 1

石巻市議会会議規則
(欠席、遅刻又は早退の届出) 
第2条　議員は、、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため欠席、遅刻又は早退しようとするときは、その理由を付け、当日の開議時刻まで
に議長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出をすることができな
い場合には、その事情がなくなった後、速やかに、議長に届け出るものとする。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 203 塩竈市 1

塩竈市職員旧姓使用取扱要綱

第１条　この要綱は、塩竈市の一般職の職員（以下「職員」という。）が、婚姻、養子縁組その
他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏（以下
「旧姓」という。）を職務上において使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものと
する。第４条　市長は、前条の規定による申請があった場合において、職務の遂行又は事務
処理において支障がないと認めるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとす
る。 
２　市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書（様式第２
号）により、所属長を経由して申請者に通知するものとする。

宮城県塩竈市議会 1 2 1

塩竈市議会会議規則
(欠席の届出) 
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあって
は、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 205 気仙沼市 1

気仙沼市職員旧姓使用取扱要綱

（旧姓の使用） 
第２条　職員は，法令，条例等の規定に反するおそれがなく，かつ，職務遂行上又は事務処
理上支障がないと認められる文書等について，旧姓を使用することができる。

気仙沼市議会 1 2 1

気仙沼市議会会議規則
第2条2項　議員は，出産のため出席できないときは，出産予定日の6週間（多児妊娠の場合
にあっては，14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内におい
て，その期間を明らかにして，あらかじめ議長に届け出ることができる。 2

  

1 1 1 1 1

4 206 白石市 1

白石市職員旧姓使用取扱要綱

（趣旨） 
第1条　この要綱は、白石市の一般職に属する職員（臨時及び非常勤の職員（地方公務員法
（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除
く。）を除く。以下「職員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）に
より戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を職
務上において使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

白石市議会 1 2 1

白石市議会会議規則第2条第2項及び第89条第2項
（欠席の届出）第2条第2項及び第89条第2項 
議員（委員）は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあ
たっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長（委員長）に欠席届を提出することができる。 2

  

1 1 1 1 1 1

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

宮城県

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

調査時点

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

4 207 名取市 1 名取市議会 1 3 1

名取市議会会議規則
第1章　会議 
第１節総則 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって
が、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 
 
第２章委員会 
第１節総則 
（欠席の届出） 
第８１条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のために出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届けで
なければならない。 
２　委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあって
は１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 208 角田市 1

角田市職員旧姓使用取扱要領

職員は、組織内で使用する文書等で別表に掲げる職務遂行上又は事務処理上、誤解や混
乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができるものとする。 角田市議会 1 2 1

角田市議会会議規則
第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場
合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 2 1 1 1 1 1 1

4 209 多賀城市 3

  

多賀城市議会 1 3 1

多賀城市議会会議規則
(欠席の届出) 
第2条　議員は、事故公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて出産予定日の8週間(多胎妊娠の
場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 211 岩沼市 2

  

岩沼市議会 1 3 1

岩沼市議会会議規則
第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場
合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1

4 212 登米市 1

登米市職員旧姓使用取扱要綱

第２条　職員は、市長の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で
職務遂行上又は事務処理上誤解及び混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用す
ることができる。

登米市議会 1 3 1

登米市議会会議規則
第2条第2項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場
合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間（多胎妊娠の場合にあっては、10
週間）を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席
届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 213 栗原市 1

栗原市職員旧姓使用取扱要綱

第1条　この訓令は、市長の事務部局に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤職員
を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって
戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等
に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

栗原市議会 1 3 1

栗原市議会会議規則
議員は、出産のため欠席するときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４
週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1

名取市職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨) 
第1条　この要綱は、名取市の一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」と
いう。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更し
た後も、引き続き変更前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用する場合の手続等
に関し、必要な事項を定めるものとする。 
(旧姓を使用できる文書等) 
第2条　職員は、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合を除
き、市の内部で使用する文書等で別表に掲げるものにおいて、旧姓を使用することができるも
のとする。 
(承認の申請) 
第3条　旧姓を使用しようとする職員(以下「申請者」という。)は、あらかじめ任命権者に申請し
その承認を受けなければならない。 
2　前項の承認を受けようとする場合は、旧姓使用申請書を所属長を経由して任命権者に提
出しなければならない。 
(承認等) 
第4条　任命権者は、前条の規定による申請があった場合において、職務の遂行又は事務処
理において支障がないと認めるときは、当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。 
2　任命権者は、前項の規定により旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書によ
り、所属長を経由して申請者に通知するものとする。 
(承認の取消し) 
第5条　任命権者は、旧姓の使用が職務の遂行又は事務処理において支障があると認めると
きは、前条第1項の承認を取り消すことができる。 
(中止届) 
第6条　第4条第1項の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとする
ときは、旧姓使用中止届により所属長を経由して任命権者に届け出なければならない。 
(責務) 
第7条　所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければ
ならない。 
2　旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が
生じないように努めなければならない。 
(委任) 
第8条　この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附　則 
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。 
 
別表(第2条関係) 
1　職員名簿 
2　各課等配置図 
3　出勤簿 
4　事務分担表 
5　職員証 
6　年次有給休暇届 
7　名取市職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定める様式 
8　職務に専念する義務の免除願 
9　営利企業等への従事に関する許可申請書 
10　担当事務引継書 
11　復命書 
12　文書の回議、決裁、供覧に係る氏名及び押印 
13　その他法令等に基づかない文書で任命権者が認めるもの

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

4 214 東松島市 1

東松島市職員旧姓使用取扱要綱

(旧姓を使用できる文書等) 
第2条　職員は、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合を除
き、市の内部で使用する文書等で別表に掲げるものにおいて、旧姓を使用することができる。

東松島市議会 1 2 1

東松島市議会会議規則
（欠席の届出） 
第3条第2項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場
合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

4 215 大崎市 1

大崎市職員の旧姓使用に関する規定

第２条　職員は，次に掲げる事項に該当し，かつ，別に定める文書等について，旧姓を使用
することができるものとする。 
　(１)　公権力の行使に当たる行為に関しないもの 
　(２)　職員としての身分に関しないもの 
　(３)　職務の遂行又は事務処理において誤解又は混乱を生じさせるおそれがないもの

大崎市議会 1 2 1

大崎市議会会議規則
（欠席の届出） 
第２条　議員は，公務，疾病，育児，看護，介護，配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは，その理由を付け，当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　議員は，出産のため出席できないときは，出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は，１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において，その
期間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 
（平２７議会規則２・令３議会規則１・一部改正）

2

  

1 1 1 1 1 1

4 216 富谷市 1

富谷市職員旧姓使用取扱要綱

第３条　職員は、市長の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で
職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用する
ことができる。

富谷市議会 1 2 1

富谷市議会会議規則
第2条2　議員は，出産のため出席できないときは，出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合に
あっては，14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において，
その期間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 2

  

1 1 1 1 1 2

4 301 蔵王町 1

蔵王町職員旧姓使用取扱要綱

第3条　職員は、任命権者の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書
等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用
することができる。

蔵王町議会 1 2 1

蔵王町議会会議規則
第２条第３項　前２項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予
定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、長期欠席（不在）届によらず、あ
らかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1

4 302 七ヶ宿町 2 七ヶ宿町議会 4 1 1 1 1 1

4 321 大河原町 1

大河原町職員旧姓使用取扱規程

第１条　この訓令は、職員の個人の尊厳を尊重し、働きやすい職場環境を整備するため、職
員が婚姻、養 
　子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍上の氏を変更した後も、引き続き
婚姻等に 
　よる変更前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を専ら職場において使用することに関し、必
要な事 
　項を定めるものとする。

大河原町議会 1 2 1

大河原町議会会議規則
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席 
　できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場 
　合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内にお
いて、その期間 
　を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 2 1 1

4 322 村田町 1

村田町職員旧姓使用取扱要綱

(承認)第3条　職員は、任命権者の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な
文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を
使用することができる。 村田町議会 1 2 1

村田町議会会議規則
(欠席の届出) 
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2

  

1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

4 323 柴田町 1 柴田町議会 1 2 1

柴田町議会会議規則
（欠席の届出） 
第２条　（略） 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 324 川崎町 2 川崎町議会 1 2 1

川崎町議会会議規則
第１章　第２条　第３項　前２項の規定にかかわらず、議員が出産のために出席できないとき
は、出産予定の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８
週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、長期欠席（不在）届によ
らず、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1

4 341 丸森町 1

丸森町職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、町長の承認を受けて、職務遂行上又は事務処理上支障を生じないものに限
り、旧姓使用をすることができる。

丸森町議会 1 2 1

丸森町議会会議規則
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

4 361 亘理町 2 亘理町議会 1 4 2 2
  

1 1 1 1 1

4 362 山元町 1

山元町職員の旧姓使用に関する規程

（趣旨） 
第１条　この規程は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員（以下「職員」という。）が、婚
姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）によって戸籍上の氏を改めた後におい
て、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文書等に使用する場合の手
続に関し必要な事項を定めるものとする。

山元町議会 1 2 1

山元町議会会議規則
第２条１項及び２項 
議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事
由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
２　議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる

2

  

1 1 1 1 1 1

4 401 松島町 1

松島町職員旧姓使用取扱規程

（旧姓を使用できる文書等） 
第２条　職員は、職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合を除
き、町の内部で使用する文書等で別表に掲げられるものにおいて、旧姓を使用することがで
きるものとする。

松島町議会 1 3 1

松島町議会会議規則
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間
（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前から出産の日までの期間及び当該出産した日の
翌日から８週間を経過する日までの期間を明らかにして、議長に欠席届を提出することがで
きる。 

2 1 1 1 1 1

4 404 七ヶ浜町 1

七ヶ浜町旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、町長の承認を受けて、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で
職務遂行上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓の使用をすることが出来る。

七ヶ浜町議会 1 2 1

七ヶ浜町議会会議規則
第２条第２項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定
日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過
する日までのその範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出なけ
ればならない。

2

  

1 1 1 1 1

4 406 利府町 4

  

利府町議会 1 2 1

利府町議会会議規則
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

1

利府町議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例

第３条　療養その他の事由により町議会の会議等を長期にわたり欠席した議員に対する議
員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に、次の表の左
欄に掲げる欠席期間(一の任期における、町議会の会議等を欠席した日から町議会の会議
等に出席した日の前日までの期間をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に
定める支給割合を乗じて得た額とする。 

1 1 1 1 1 1

柴田町職員旧姓使用取扱要綱

　（趣旨） 
第１条　この訓令は、柴田町の一般職に属する職員（臨時的に任用した職員及び非常勤の職
員を除く。以下「職員」という。）が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）によ
り戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を職務
上において使用する場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（旧姓の使用） 
第２条　職員は、町長の承認を受けて、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員の間で使
用している文書及び軽易な文書等で職務を遂行し、又は事務を処理する上で支障がないと認
められるものにおいて、旧姓を使用すること（以下「旧姓使用」という。）ができる。 
　（旧姓使用ができる文書等） 
第３条　旧姓使用ができる文書等は、次に掲げるものとする。 
　（１）　単に氏名が記載されたもの 
　（２）　町内部で使用され、職員の同一性が容易に確認できるもの 
　（３）　公務員の権利及び義務に係るものであっても、職員の同一性が容易に確認でき、か
つ、他の団体等に影響を与えるおそれがないもの 
　（４）　その他職務を遂行する上で支障がないと認められるもの 
（旧姓使用の申請） 
第４条　旧姓使用をしようとする職員は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければ
ならない。 
２　前項の規定による申請は、旧姓使用申請書（様式第１号）により、所属長を経て町長に提
出してしなければならない。 
　（承認の通知） 
第５条　町長は、前条第１項の規定による申請を承認したときは、旧姓使用承認通知書（様式
第２号）により、所属長を経て当該申請をした職員に通知するものとする。 
　（中止届） 
第６条　前条の規定による承認を受けた職員が、旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使
用中止届（様式第３号）により、所属長を経て町長に届け出なければならない。 
　（責務） 
第７条　所属長は、所属職員の旧姓使用に関し適切な運用が図られるように努めなければな
らない。 
２　第５条の規定による承認を受けた職員は、旧姓使用に当たって、常に町民又は職員等に
対し、誤解及び混乱が生じないように努めなければならない。 
　（その他） 
第８条　この訓令に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附　則 
（施行期日） 
１　この訓令は、令和７年５月１日から施行する。 
　（経過措置） 
２　この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で、旧姓使用をしようと
する職員は、第４条第２項に定める旧姓使用申請書を所属長を経て町長に提出することによ
り、第５条に規定する承認を受けることができる。

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。
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県

コ
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ド
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コ
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ド
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村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

4 421 大和町 1

大和町職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨) 
第１条　この要綱は，職員が婚姻，養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）により戸
籍上の氏を改めた後も，引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を，文書，
呼称等（以下「文書等」という。）に使用することに関し，必要な事項を定めるものとする。 
　（定義） 
第２条　この要綱において，職員とは，大和町職員定数条例（昭和43年大和町条例第13号）
に規定する職員をいう。 
（旧姓を使用することができる文書等） 
第３条　職員は，法律及び条例等（以下「法令等」という。）の規定に反するおそれがなく，か
つ，職務遂行上又は事務処理上，誤解又は混乱を生ずるおそれがない場合に，旧姓を使用
することができるものとする。 
２　旧姓を使用することができる文書等の基準及び例は別表第１に，旧姓を使用することがで
きない文書等の基準及び例は別表第２に掲げるとおりとする。 
(申請) 
第４条　旧姓を使用しようとする職員は，あらかじめ町長に申請し，その承認を受けなければ
ならない。 
２　前項の承認を受けようとする場合は，旧姓使用申請書(様式第１号)を所属長を経由して町
長に提出しなければならない。 
(承認等) 
第５条　町長は，前条の申請があった場合において，職務の遂行又は事務処理において支
障がないと認めるときは，当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。 
２　町長は，前項の規定により，旧姓の使用を承認したときは，旧姓使用承認通知書(様式第
２号)により，所属長を経由して申請者に通知するものとする。

大和町議会 1 2 1

大和町議会会議規則
第２条　議員は，公務，傷病，出産，育児，看護，介護，配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは，その理由を付け，当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため出席できないときは，出産予定日の６週間
(多胎妊娠の場合にあっては，１４週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで
の範囲内において，その期間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 422 大郷町 4
  

大郷町議会 3
  

2 2 2 2 2

4 424 大衡村 1

大衡村職員旧姓使用取扱要綱

第３条第1項 
　職員は、法律及び条例等（以下「法令等」という。）の規定に反するおそれがなく、かつ、職
務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生ずるおそれがない場合に、旧姓を使用するこ
とができるものとする。

大衡村議会 1 2 1

大衡村議会会議規則
第2条第2項 
前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多
胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2

  

1 1 1 1 1 1

4 444 色麻町 2 色麻町議会 1 2 1

色麻町議会会議規則
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の」やむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。2　前項の規定にかかわらず議員が、出産のため出席できないときは、
出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産日後の8週
間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。3　議員は、休会中及びっ閉会中においても、7日以上議会活動及
び議員活動ができない事由が発生したときは、長期欠席（不在）届(様式第1号)を議長に提出
しなければならない。また、90日以上の長期欠席者が、再び議会活動及び議員活動ができる
こととなったときは、出席届(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2

  

1 1 1 1 1

4 445 加美町 4 加美町議会 1 2 1

加美町議会会議規則
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他やむを得な
い事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出な
ければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。 

2 1 1 1 1 1

4 501 涌谷町 4

  

涌谷町議会 1 2 1

涌谷町議会会議規則
（欠席の届出） 
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、配偶者の出産補助、その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の会議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間
（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日まで
の範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2

  

1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

4 505 美里町 2

  

美里町議会 1 2 1

美里町議会会議規則
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

4 581 女川町 4 女川町議会 1 2 1

女川町議会会議規則
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の８週間を経過する日までの範
囲において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

4 606 南三陸町 1

南三陸町職員の旧姓使用に関する規定

第2条　旧姓を使用できる文書等は、次に掲げるものとする。 
（1）職員証その他の身分証明書（併記）、名札、人事異動調書（報道機関その他の外部に発
表するものを含む。）等 
（2）出勤簿、年次有給休暇届、任命権者に提出する申請書等 
（3）専ら組織内部で用いられる文書等であって、職務の遂行及び事務の処理上、誤解・混乱
を生じさせるおそれのないもの 
（4）通知文書等（外部に対し施行するものを含む。）であって、職務の遂行及び事務の処理
上、誤解・混乱を生じさせるおそれのないもの

南三陸町議会 1 3 1

南三陸町議会会議規則
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定の８週前（多
胎妊娠の場合にあっては、14週前）の日から当該出産の日後８週を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 宮城県

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

0 2 13 13 3 0 5 9

0 4 9 11 7 5 6 25

0 0 13 11 14 30 1 1

35 29 23

4 100 仙台市 4 4 3 3 3 2 1

市民局防災実施計画

市民局が実施する主な非常時優先業務は以下のとおりである。（中略）
仙台市男女共同参画推進センター内に、女性支援センターを設置して女
性相談を実施するとともに、同センターを運営する公益財団法人せんだ
い男女共同参画財団と共に、被災女性のニーズの把握に努め、ＮＰＯ団
体等との連携を図りながら、必要な対応を行う。

28 3 10.7 ○

4 202 石巻市 4 2 2 1 3 3 2 2 22 1 4.5

4 203 塩竈市 4 4 3 3 3 4 1 15 2 13.3

4 205 気仙沼市 4 4 3 2 3 3 4 1

地域防災計画

11 多様な主体の参画による防災対策の確立 
地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地
域の防災力向上を図るため，女性や高齢者等の防災会議委員への任
命など，防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における参
画を拡大し，男女共同参画や多様な視点を取り入れた防災体制を確立
する必要がある。また，市は男女共同参画の視点から，防災担当部局と
男女共同参画担当部局が連携し，災害対応について庁内及び避難所等
における連絡調整を行う。

15 1 6.7 ○

4 206 白石市 4 4 3 1 3 3 2 2 16 4 25.0

4 207 名取市 4 4 1 1

名取市議会議員の政治倫理に関する条例

第３章議員の政治倫理基準等 
第７条 
３　議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、若しくは圧力をかけ、又はセクシャル・ハラスメント（他の者
が不快に感じる性格な言動又は行為をいう。）その他人権を侵害するおそれのある行為をしてはならない。

2 3 3 4 1

名取市地域防災計画

※該当する各編に『４　男女共同参画』として、（１）避難所運営への女性
の参画促進　（２）男女及び性的マイノリティ等のニーズの違いへの配慮
（３）女性・子どもへの配慮』の項目が記載されている。【該当部分】・地震
災害対策編　第３章　災害応急対策　第１２節　避難活動　・津波災害対
策編　第３章　災害応急対策編　第１２節　避難活動　・風水害等災害対
策編　第３章　災害応急対策　第１５節　応急仮設住宅等の確保

14 2 14.3 ○

4 208 角田市 4 4 1 1 2

角田市議会議員のハラスメントの防止等に関する要綱

第３条　議員は、ハラスメントを行うことのないよう行動しなければならない。

1 3 3 1

角田市議会議員の通称等の使用に関する規程

第２条　議員は、前条に規定する通称名又は婚姻等により戸籍の氏を改める前の戸籍
の氏（以下「通称名等」という。）を使用しようとするときは、通称名等使用申請書（様式
第１号）を議長に提出し、承認を得なければならない。

2 10 2 20.0

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

調査時点

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

11 3 1

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

塩竈市地域防災計画

第１編 地震災害対策編 
第３章 災害応急対策 
第１２節 避難活動 
第５ 指定避難所等の開設及び運営 
 
３ 指定避難所の運営、管理等 
（３）男女共同参画 
　① 指定避難所運営への女性の参画促進 
　市は、指定避難所の運営において、女性が運営役員として参加するよ
う配慮し、女性だけの打合せ会を持つなど、女性の参画を推進し、男性
に偏った運営体制とならないよう配慮する。 
　② 男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ等）のニーズの違いへの配慮 
　市は、指定避難所の運営において、男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ
Ｑ等）のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 
　特に、物資調達・輸送調整等支援システムを利用して調達した生理用
品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミルク、哺乳ビン、離乳食等の物
資提供、女性専用スペース（物干し場、仕切り、更衣室、授乳室）、入浴
設備の設置、男女別トイレの確保や、女性による生理用品及び女性用
下着の配布、避難所における乳幼児のいる家庭用エリアの設定又は専
用避難所・救護所の確保、乳幼児のいる家庭用エリアの設定（情報交換
や相談等ができる場所）又は専用避難所・救護所の確保、乳幼児が安
全に遊べる空間の確保、男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布
等による指定避難所における安全性の確保など、女性や子育て家庭の
ニーズに配慮した避難場所の運営に努める。 
　市は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発
生を防止するため、女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、ト
イレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置
する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポス
ターを掲載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものと
する。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談
窓口情報の提供を行うよう努める。 
　③ 運営参加者への配慮 
　市は、避難者が運営に参加する場合は、固定的な性別役割分担意識
によることなく、避難者の自主性を尊重するとともに、役割の固定化によ
り、一部の避難者に負担が偏らないよう配慮する。

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

903 181 20.0% 4

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

4 209 多賀城市 4 4 2 2 2 3 4 1 11 0 0.0

4 211 岩沼市 4 4 2 2 2 3 4 2 12 1 8.3

4 212 登米市 4 4 1 1

登米市議会ハラスメント防止条例

第１条　この条例は、登米市議会議員（以下「議員」という。）の間におけるハラスメント及び議員から職員に対する
ハラスメントの防止及びその根絶のために必要な事項を定め、もって市民から信頼される品格ある議会の実現に
資することを目的とする。

1 2 2 4 1 16 0 0.0

4 213 栗原市 4 4 1 1 1 1 3 4 1 58 13 22.4 ○

多賀城市地域防災計画

５．男女共同参画 
(1) 指定避難所運営への女性の参画促進 
市は、指定避難所の運営において、男女を問わず参加する打合せ会を
持つなど、女性の参画を推進する。 
(2) 男女及び性的マイノリティ（LGBT等）のニーズの違いへの配慮 
市は、指定避難所の運営において、男女及び性的マイノリティ（LGBT
等）のニーズの違い等に配慮する。 
特に、生理用品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミルク、哺乳ビン、離
乳食等の物資提供、多様な生活者に配慮した物干し場、仕切り、更衣
室、授乳室、入浴設備の設置、男女別及び多目的トイレの確保や、生理
用品、女性用下着の女性による配布、乳幼児のいる家庭用エリアの設
定又は専用避難所・救護所の確保、乳幼児が安全に遊べる空間の確
保、男女ペアによる巡回警備等による安全性の確保など、女性や子育
て家庭などの多様なニーズに配慮した指定避難所の運営に努める。 
（3）女性・子供等への配慮 
市は、避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止
するため、女性用と男性用のトイレを別の場所に設置する、トイレ・更衣
室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置する、照
明を増設する、性暴力・DVについての注意喚起のためのポスターを掲
載するなど、女性や子供等の安全に配慮するよう努める。また、警察、
病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を
行うよう努める。 
(4) 運営参加者（自治組織）への配慮 
市は、避難者が運営に参加する場合は、固定的な性別役割分担意識に
よることなく、避難者の自主性を尊重するとともに、役割の固定化によ
り、一部の避難者に負担が偏らないよう配慮する。

登米市地域防災計画【地震災害対策編】

第２章　災害予防対策 
　第17節　避難受入れ対策 
　　第２　避難所の確保 
　　　５ 避難所の運営・管理 
　市及び避難所運営者は、避難所の運営・管理にあたって、「避難所に
おける良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(内閣府、平成25年８
月策定)を参考にしながら、避難所における良好な生活環境の継続的な
確保のために、専門家ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避
難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成
に努める。また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指
定管理者との間で事前に避難所運営に関する役割分担等を定めるよう
努める。 
（１）市は、住民等に対し、住民参加による避難所開設・運営訓練等を通
じて、避難所の自主的な運営管理のために必要な知識等の普及に努
め、住民等が主体的に避難所を運営できるよう配慮すること。特に、夏
季には熱中症の危険が高まるため、熱中症の予防対策や対象法に関す
る普及啓発に努めるものとする。 
（２）避難所の管理責任者をあらかじめ定めておくとともに、男女両方を
配置するよう努める。 
（３）避難所の運営に必要な資機材等をあらかじめ整備する。 
（４）避難所の運営に女性の参画を推進し、男女のニーズの違い等、多
様な生活者の視点に配慮できるよう、事前に運営体制を検討する。 
（５）運営に必要な事項について、「避難所運営ガイドライン」(内閣府、平
成28年４月策定)等を参考にしながら、あらかじめマニュアル等を作成
し、配置しておく。

栗原市地域防災計画

第２編　第２章　応急　第２節　防災活動体制　全部 
 
災害対策企画部 
企画課 
市政情報課 
市民協働課 
 
１所管施設の被害調査及び応急措置に関すること 
２情報システムの維持に関すること 
３住民への災害情報の提供に関すること 
４協力機関との連絡調整に関すること 
５報道関係機関との連絡及び相互協力に関すること 
６災害対策記録写真等の整備及び提供に関すること 
７災害統計に関すること 
８その他災害の広報資料の収集及び提供に関すること 
 
※　その他、市民生活部が行う「８　避難所の開設及び運営（第２編　第
２章　第４節　避難・誘導対策）」（２）避難所の運営　ウ　に男女共同参
画の規定あり 
第２編　第２章　応急　第４節　避難・誘導対策　全部 
 
８　避難所の開設及び運営 
（２）避難所の運営 
ウ　男女共同参画 
（ア）　避難所運営への女性の参画促進 
　市は、避難所の運営において、女性が運営役員として参加するよう配
慮し、女性だけの打合せ会を持つなど、女性の参画を推進し、男性に
偏った運営体制とならないよう配慮する。 
（イ）　男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）ニーズの違いへの配慮 
　市は、避難所の運営において、男女及び性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）
のニーズの違い等に配慮する。 
　特に、生理用品、サニタリーショーツ、紙おむつ、粉ミルク、哺乳瓶、離
乳食等の物資提供、多様な生活者に配慮した物干し場、仕切り、更衣
室、授乳室、入浴設備の設置、男女別トイレの確保や、生理用品、女性
用下着の女性による配布、避難所における乳幼児のいる家庭用エリア
の設定又は専用避難所・救護所の確保、乳幼児が安全に遊べる空間の
確保、巡回警備や防犯ブザー配布等による安全性の確保など、女性や
子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営管理に努める。 
（ウ）　運営参加者への配慮 
　市は、避難者が運営する際、固定的な性別役割分担意識によることな
く、避難者の自主性を尊重するとともに、役割の固定化により、一部の避
難者に負担が偏らないよう配慮する。

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
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止
に
関
す
る

 
 

規
定
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理
規
定
等
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が
あ
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２
．
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ラ
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メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

4 214 東松島市 4 4 1 1 1 3 3 2 2 14 0 0.0

4 215 大崎市 4 1 3 3 3 1

大崎市議会議員の通称等使用取扱規程

（承認） 
第４条　議長は，前条の提出があったときは特段の事情がない限り通称名等の使用の
承認をするものとし，承認の可否を決定したときは通称等使用承認（不承認）通知書（様
式第２号）により，当該提出をした議員に通知するものとする。

なし

2 29 2 6.9

4 216 富谷市 4 4 3 2 3 3 4 2 11 3 27.3

4 301 蔵王町 4 4 1 1

蔵王町議会ハラスメント防止条例

第１条　この条例は、議員による議員の地位を利用した、町職員（以下「職員」という。）に対するハラスメント及び
議会内における議員間のハラスメントを防止するための措置を講じ、全ての職員及び議員が個人としての尊厳を
尊重され、良好な職務環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資する
ことを目的とする。

3 3 4 2 22 3 13.6

4 302 七ヶ宿町 4 4 1 3

県主催の研修内の
ハラスメント研修を
受講している。

3 3 4 3 8 2 25.0

4 321 大河原町 4 4 1 1

大河原町議会政治倫理条例

第４条　議員は、次に掲げる政治倫理基準（以下「基準」という。）を遵守する。 
　(1)～(8)　（略） 
　(9)　町民に対し、議員の地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこと。 
　　また、いかなる場合であっても、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント及びその他人権侵害の 
　　おそれのある行為をしないこと。

1 3 3 4 2 19 5 26.3

4 322 村田町 4 4 2 2 2 3 4 2 23 2 8.7

4 323 柴田町 4 1 3 1 1 3 2 2 21 2 9.5

4 324 川崎町 4 4 3 3 3 4 1

川崎町地域防災計画

第１編　第４章　第１節　第２　３　女性及び要配慮者の参画促進　復旧・
復興のあらゆる場・組織において、男女共同参画の観点から女性の参
画を促進するとともに、要配慮者についても、参画を促進するよう努め
る。

25 3 12.0

4 341 丸森町 4 2 2 2 2 2 1

丸森町議会議員の通称等使用取扱規程

第2条　議員は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通称等を使用する
ことができる。 
(1)　公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第
88条第8項の規定による認定を受けた場合　当該認定を受けた呼称 
(2)　婚姻、養子縁組等の事由により氏を変更した場合　当該変更前の氏

なし

2 18 4 22.2

東松島市議会ハラスメント防止等に関する条例

(目的)
第1条　この条例は、全ての議員が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合い、議員及び議会としての役割を十分発
揮するため、議員によるハラスメントを防止し、及び根絶するための処置を講じ、もって信頼される議会の実現に資
することを目的とする。

(定義)
第2条　この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。

(1)　言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為
(2)　社会的若しくは性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(3)　職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を
与える行為
(4)　性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為

(議員の責務)
第3条　議員は、市民全体の代表者として市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理意識を持
ち、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなけれ
ばならない。

2　議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たると
ともに、その責任を明確にするよう努めなければならない。
3　議員は、ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該言動を行っている議
員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、解決するよう努めなければならない。

(議長の責務)
第4条　議長は、ハラスメントの防止に努めるとともに、議員によるハラスメントの相談及び申立てを受けた場合に
は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。

2　議長は、前項に規定する相談及び申立てを受けた場合において、その内容を精査し、相当の理由があると認め
るときは、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
3　議長は、前項の事実関係の調査及び確認を行うために、会派等の代表からなるハラスメント審査会を設置する
ことができる。
4　議長は、前項に規定する審査会の調査結果を尊重し、ハラスメントが確認された場合は、ハラスメントを行った
議員に対して指導、助言、注意その他必要な措置を講じるものとする。

(議長職務の代行)
第5条　議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは年長の議
員が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(研修等)
第6条　議会は、ハラスメントの防止を図るため、必要な研修等の実施に努めるものとする。

(注意義務)
第7条　議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密
を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(継続的な検討)
第8条　議会は、この条例の定める事項について検討を加える必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるも
のとする。

(委任)
第9条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
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問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。
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３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

4 361 亘理町 4 4 1 1 2

1 3 3 4 2 30 1 3.3

4 362 山元町 4 4 1 1

山元町議会ハラスメント防止等に関する条例

（目的） 
第１条　この条例は、町議会議員（以下「議員」という。）による議員の地位を利用した、町職員（以下「職員」とい
う。）に対するハラスメント及び町民並びに議員になろうとする者に対するハラスメントを防止し、根絶するための措
置を講じ、全ての職員及び町民並びに議員になろうとする者が個人としての尊厳を尊重され、良好な環境を整える
ことにより、もって町民から信頼される町議会の実現を図ることを目的とする。

1 1 3 4 2 19 2 10.5

4 401 松島町 4 4 1 2 1 3 3 2 2 18 2 11.1

4 404 七ヶ浜町 4 4 2 2 3 2 4 2 25 2 8.0

4 406 利府町 4 2 3 3 3 4 1

利府町地域防災計画

第１編　風水害等災害対策編～第１節　計画の目的と構成～第５　基本
方針～  12　多様な主体の参画による防災対策の確立地域における生
活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上
を図るため、防災会議の委員に占める女性の割合を高めるように取り組
むなど、防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女
性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、多様な視点を取り入れた防
災体制を確立する必要がある。 
 
また、町及び県は、男女共同参画の視点から、防災担当部局と男女共
同参画担当部局が連携し、災害対応について庁内及び避難所等におけ
る連絡調整を行う。

15 1 6.7

4 421 大和町 4 4 1 1

大和町議会議員政治倫理条例

第6条　議員は，次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 
(8)　町の職員(臨時職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ，その権限及び地位による影
響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。 
(10)　嫌がらせ，強制，圧力をかける行為，セクシュアル・ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしな
いこと。

1 2 3 1

特になし

2 24 3 12.5

4 422 大郷町 4 4 2 2 3 2 3 2   20 1 5.0

4 424 大衡村 4 2 3 3 3 4 2 18 7 38.9

4 444 色麻町 4 4 2 2 2 2 1

色麻町議会議員の通称名等の使用に関する要綱

第2条　議員は、議長の承認を受けて、次に掲げる事項を除き、通称名又は婚姻等の
前の戸籍の氏(以下「通称名等」という。)を使用することができる。(1)履歴に関する届出
書類(2)身分証明書(3)辞職願(4)報酬、旅費及び費用弁償の支給に関する書類(5)源泉
徴収票の名義(6)斜位及び叙勲の申請(7)在職証明書等各種証明書(8)議会議員共済
会等に関する各種届出書(9)その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じるお
それがあると議長が判断するもの。

2 50 5 10.0

4 445 加美町 4 4 1 1

加美町議会議員政治倫理条例

第４条　議員は、法令及び社会規範に基づき、議会並びに議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、次に掲げる
政治倫理基準（以下「基準」という。）を遵守する。 
第８号　その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしないこと。また、いかなる場合で
あっても、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及びその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

3 3 4 2 15 1 6.7

4 501 涌谷町 4 4 2 2 3 3 4 2 18 6 33.3

4 505 美里町 4 4 3 3 3 4 2 28 5 17.9

4 581 女川町 4 4 3 1 3 3 4 2 17 2 11.8

4 606 南三陸町 4 4 3 3 3 4 2 199 88 44.2

大和町議会議員通称名等取扱規程

（趣旨） 
第１条　この訓令は、大和町議会議員（以下「議員」という。）が議会において使用する
氏名について、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第８８条第８項及び９項に
規定する通称の使用が認定された氏名（以下「通称名」という。）の使用又は議員が婚
姻、養子縁組等の事由（以下「婚姻等」という。）により戸籍の氏を改めた後引き続き、
若しくは一定期間経過後婚姻等の前の戸籍の氏を使用することについて、必要な事項
を定めるものとする。 
（通称名等使用の申請等） 
第２条　議員は、前条に規定する通称名又は婚姻等の前の戸籍の氏（以下「通称名等」
という。）を使用しようとするときは、通称名等使用許可申請書（第１号様式）を議長に提
出し承認を得なければならない。 
２　議長は、前項の申請書の提出があった場合において、議会の会議における議事整
理上、又は議員としての活動上支障がないと認めるときは、通称名等の使用を承認す
るものとする。 
３　第１項に規定する通称名による申請書については、町議会議員一般選挙後初議会
の招集日７日前までに議長又は議会事務局長へ提出するものとする。

亘理町議会ハラスメント防止条例

(議員の責務)
第3条　議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従っ
て、その使命の達成に努めなければならない。

2　議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職務環境を害するものであること並びに職員等及び議員
が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員等及び議員の人格を尊重した活動をしなければならない。
3　議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たると
ともに、説明責任を果たさなければならない。
4　議員は、職員等及び議員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したと
きは、当該行動又は言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘し解決に努めるとともに、議長に報告しなけ
ればならない。

(研修等)
第5条　議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)
第6条　議長は、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応し、苦情等の円滑かつ公正な解決を
図るため、議会事務局にハラスメント相談窓口を置くものとする。
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